
東出雲町商工会ニュース                 令和 5 年 6 月発行（R5 年度 Vol.3） 

島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金 

本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている製造業を営む県内中小企業に対して、エネルギーコス

ト削減に資する設備導入等に要する経費の一部を補助することにより、県内製造業の経営基盤強化を支援する

ことを目的としています。 
 

公募締切：令和５年７月３１日（水）１７時必着 
 

〇第２回公募から申請様式を変更していますので、必ず新様式により申請をお願いします。 

〇令和５年６月１日以降の契約等が対象となります。 
 

【対象者の要件】 

（１）県内に主たる事業所を有する中小企業者のうち、製造業者（みなし大企業を除く）であること 

（２）エネルギーコスト高騰の影響を受けていること 

（３）島根県税の滞納がないこと 

（４）当該補助金交付要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと 

【事業の要件】 

項 目 内 容 説 明 

要 

件 

①エネルギーコスト高騰の影響を

受けていること 

エネルギーコストとは、電気代及び燃料費並びに動力費（灯油、

重油、ガス等）など工場、プラントの機器を稼働運転、維持す

るために必要なコストをいう。 

②対象設備等を導入し、エネルギ

ーコスト削減につながる取組であ

ること 

全体のエネルギーコスト削減もしくは炭素生産性向上につなが

ることを合理的に示すこと 

【設備更新の場合】取組実施前後のエネルギー使用量をお示し

ください 

【設備新設の場合】取組実施前後のエネルギー消費原単位改善

率及び炭素生産性をお示しください。 

③事業の継続に必要であること 取引の確保・継続等から緊急性があること雇用の維持・拡大に

寄与することなど 

 

補助率及び補助限度額 補助額 補助対象期間 

補助対象経費の１／２以内 

（但し、小規模事業者は２／３以内） 

下限：４０万円 

上限：５００万円 

交付決定日から 

令和６年２月２９日 

【対象設備等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募要領等の詳細は、「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」で検索 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


